
与那原町葬祭場等の設置等に関する指導規則 手続きの流れ 

 

 

事前協議書提出（標識設置前） 

【規則第５条第１項】 

標識設置（規則第７条第 2項に定める日か少なくとも 60日前） 

【規則第７条第１項】 

近隣住民等への説明会等（標識設置 14日経過後速やかに） 

【規則第８条第１項】 

町へ説明会等の報告書を提出 

【規則第８条第３項】 

事前協議協定締結 

【規則第６条】 

建築確認申請等 

工事等着工 

設置完了 

設置完了の報告 

【規則第１１条】 

６０日前 

近隣住民等への周知を図る 

説明会等の報告後協定書の締結 

協定書締結後に建築確認申請 


